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議案第１３５号  

「公益的法人等への北九州市職員の派遣等に関する条例の一部改正について」 

 

 

１ 議案提出理由 

  職員の派遣先となる団体をより適切かつ柔軟に選定できる環境を整えるため、市内に

事務所を有していないが市の業務と関係が深い団体へ派遣を行うことができるよう、派

遣先団体等について、北九州市内に事務所等を有するとする要件を削除するもの。 

 

 

２ 改正内容 

  ・条例第２条第１項第３号及び第５号中「、市内に事務所を有するもので」という文言を

削除する。 

・条例第１０条第２号中「市内に営業所を有する」を「本市が資本金その他これに準ずる

ものを出資している」に改める。 

 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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議案第１３６号  

「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について」 

 

 

１ 議案提出理由 

刑法等の一部を改正する法律が成立・公布されたことで、懲役・禁錮が廃止され、

拘禁刑が創設されることに伴い、関係する３０の条例を一括して改めるもの。 

※関係条例の一覧は別紙のとおり 

 

２ 刑法等の一部を改正する法律について（令和４年６月１７日公布） 

（１）改正目的 

安心・安全な社会の実現のため、より一層の再犯防止対策が必要・重要となっ

ている。現行法上、懲役は、一律に作業を行わせることとされているが、拘禁刑

を創設し、作業と指導の組合せにより、個々の受刑者の特性に応じた柔軟な処遇

を推進するもの。 

  

（２）改正内容 

  懲役・禁錮を廃止し、拘禁刑を創設 

現行法  今回改正 

懲 役 
刑事施設に拘置して 

所定の作業を行わせる。 
拘禁刑 

刑事施設に拘置し、改善更

生を図るため、必要な作業

を行わせ、又は必要な指導

を行うことができる。 禁 錮 刑事施設に拘置する。 

 

 

３ 整理条例について（今回提出議案） 

（１）概 要 

  北九州市の各条例に規定された懲役及び禁錮を拘禁刑に改める必要があるた

め、該当する 30 の条例を一括改定するもの。整理条例により、該当する 30 条

例がまとめて改正される。 

 

（２）施行期日 

  令和７年６月１日（日） 

     ※刑法等の一部を改正する法律の施行期日と同一 
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№ 例規名称 担当課 № 例規名称 担当課

1
北九州市職員の分限に関する条
例

総務市民局
人事課

16

北九州市障害児通所支援の事業
及び障害児入所施設等の人員、
設備及び運営の基準等に関する
条例

保健福祉局
障害者支援課

2
北九州市職員の給与に関する条
例

総務市民局
給与課

17
北九州市障害福祉サービスの事
業等の人員、設備及び運営の基
準等に関する条例

保健福祉局
障害者支援課

3 北九州市職員退職手当支給条例
総務市民局
給与課

18
北九州市児童福祉施設の設備及
び運営の基準に関する条例

子ども家庭局
こども施設企画課
子育て支援課

4 北九州市屋外広告物条例
都市整備局
管理課

19
北九州市幼保連携型認定こども
園の学級の編制、職員、設備及
び運営の基準に関する条例

子ども家庭局
こども施設企画課

5
北九州市消防団員退職報償金支
給条例

消防局
消防団課

20
北九州市放課後児童健全育成事
業の設備及び運営の基準に関す
る条例

子ども家庭局
こども若者成育課

6
北九州市消防団員の定員、任
用、給与、分限、懲戒、服務等
に関する条例

消防局
消防団課

21
北九州市家庭的保育事業等の設
備及び運営の基準に関する条例

子ども家庭局
こども施設企画課

7
北九州市心身障害者扶養共済制
度条例

保健福祉局
障害福祉企画課

22
北九州市特定教育・保育施設及
び特定地域型保育事業の運営の
基準に関する条例

子ども家庭局
こども施設企画課

8 北九州市公害防止条例
環境局
環境監視課

23
北九州市認定こども園の認定要
件に関する条例

子ども家庭局
こども施設企画課

9 市長等の退職手当に関する条例
総務市民局
給与課

24 北九州市行政不服審査会条例
総務市民局
文書館

10
北九州市浄化槽保守点検業者の
登録に関する条例

環境局
業務課

25
北九州市立の小学校、中学校及
び特別支援学校の教職員の給与
に関する条例

教育委員会
教職員課

11 北九州市情報公開条例
総務市民局
文書館

26 北九州市宿泊税条例
財政・変革局
税制課

12
北九州市軽費老人ホームの設備
及び運営の基準に関する条例

保健福祉局
介護保険課

27
北九州市無料低額宿泊所の設備
及び運営の基準に関する条例

保健福祉局
地域福祉推進課

13
北九州市養護老人ホーム及び特
別養護老人ホームの設備及び運
営の基準に関する条例

保健福祉局
介護保険課

28 北九州市中央卸売市場条例
産業経済局
中央卸売市場

14
北九州市介護サービス等の事業
の人員、設備及び運営の基準等
に関する条例

保健福祉局
介護保険課

29 北九州市公設地方卸売市場条例
産業経済局
中央卸売市場

15
北九州市保護施設等の設備及び
運営の基準に関する条例

保健福祉局
保護課

30
北九州市個人情報の保護に関す
る法律施行条例

総務市民局
文書館

改正条例一覧 別 紙
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議案第１３７号 

「北九州市職員の給与に関する条例等の一部改正について」 

１ 議案提出理由 

  本市人事委員会の職員の給与等に関する報告及び勧告、国及び他の地方公共団体

の職員の給与等を考慮して給料表の改定等を行うことから、これらに係る関係規定

を改めるもの。 

２ 関係条例 

（１）北九州市職員の給与に関する条例 

（２）北九州市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例 

（３）北九州市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例 

（４）北九州市公営競技局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例 

（５）北九州市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例 

３ 改正内容 

（１）北九州市職員の給与に関する条例 

ア 給料表の改定（給与改定率 2.70％） 

人事院勧告における同種俸給表の改定傾向等を考慮し、初任給を始めとした

若年層に重点を置くとともに、中堅層や高齢層にも一定配慮した、全体的な改

定を行う。 
 

イ 初任給調整手当の改定 

    医療職給料表（１）の適用を受ける職員（医師、歯科医師）に対する支給月

額の限度額を 309,200 円から 310,000 円に改定する。 
 
  ウ 扶養手当の改定 

    配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当額を 10,000 円から 13,000 円に改

定する。 

    ただし、２年間の経過措置を設ける。 
 
  エ 地域手当の改定 

    地域手当の支給割合を３％から４％に改定する。 

    ただし、当分の間、地域手当の支給割合を３％とする特例措置を設ける。 
 
  オ 単身赴任手当の改正 

    採用に伴って住居を移転する職員に対して単身赴任手当を支給するため、関

係規定を改める。 
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  カ 管理職員特別勤務手当の改正 

    平日深夜に係る管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯を、現行は午前零時

から翌日の午前５時までのところ、午後１０時から翌日の午前５時までに拡大

するため、関係規定を改める。 
 
  キ 定年前再任用短時間勤務職員の支給対象となる手当の改正 

    定年前再任用短時間勤務職員に新たに住居手当を支給するため、関係規定を

改める。 
 

ク 特定任期付職員に係る特定任期付職員業績手当の廃止及び勤勉手当の支給 

特定任期付職員に対する特定任期付職員業績手当を廃止し、新たに勤勉手当

を支給するため、関係規定を改める。 

 

（２）北九州市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例 

   北九州市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例 

   北九州市公営競技局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例 

（１）ウからクまでの改正と同様の改正を行うもの。 

 

（３）北九州市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例 

  ア 暫定再任用職員の支給対象となる手当の改正 

    暫定再任用職員について、定年前再任用短時間勤務職員と同様に新たに住居

手当を支給するため、関係規定を改める。 
   
  イ 暫定再任用職員の給料月額の改定 

    給料表の改定に伴い、経過措置として定める暫定再任用職員の給料月額の改

定を行う。 

 

４ 施行期日 

  ３（１）ア、イ及び（３）イは、規則で定める日（令和６年４月１日適用） 

  ３（１）ウからクまで、（２）及び（３）アは、令和７年４月１日（（１）ウは令

和９年３月３１日まで経過措置あり、エは当分の間、特例措置あり）  

 

6



 

議案第１３８号 

「北九州市職員退職手当支給条例の一部改正について」 

１ 議案提出理由 

  雇用保険の就業促進手当の支給対象の変更等に係る国家公務員退職手当法の改

正に準じた措置を講ずる等のため、関係規定を改めるもの。 

２ 改正内容 

（１）雇用保険法改正に伴う規定の改正 

雇用保険法等の一部を改正する法律（令和６年法律第２６号）において、就業

促進手当の変更等に伴い、失業者の退職手当について、国家公務員退職手当法の

改正に準じて関係規定を改める。 

ア 就業促進手当に相当する退職手当の支給対象を安定した職業に就いた者とす

る。 

（参考） 

  雇用保険法上の「就業促進手当」のうち、短期間就労の者に対して支給され

ている「就業手当」が廃止されることに伴う規定整備。 
 
イ 雇用機会が不足していると認められる地域内に居住する等の一定の要件に該

当する場合に給付日数を延長する特例について、暫定措置の期間を延長（令和

９年３月３１日以前に退職した職員まで適用）する。 

 

（２）定年引上げに伴う改正 

   給料の月額の減額改定以外の理由により給料の月額が減額されたことがある

場合の退職手当の基本額に係る特例を設けるため、関係規定を改める。 

ア 定年引上げに伴う給料月額７割措置の適用前に給料の月額が減額されたこと

がある職員の退職手当は、当該減額前の給料の月額、給料月額７割措置の適用

前の給料の月額及び退職時の給料の月額により算定する。 
 
【参考：退職手当の基本額の算定方法】 

【現行（イメージ図）】 【改正後（イメージ図）】

Ａ：減額前の給料の月額 Ａ：減額前の給料の月額

Ｂ：７割措置前給料の月額 Ｂ：７割措置前給料の月額

Ｃ：退職日給料の月額 Ｃ：退職日給料の月額

＜退職手当の基本額＞ ＜退職手当の基本額＞

・Ａ×①の勤続期間に応じた割合 ・Ａ×①の勤続期間に応じた割合

・Ｃ×（ ②の勤続期間に応じた割合 － ①の勤続期間に応じた割合） ・Ｂ×（ ②の勤続期間に応じた割合 － ①の勤続期間に応じた割合）

　の合計額 ・Ｃ×（ ③の勤続期間に応じた割合 － ②の勤続期間に応じた割合）

　の合計額

①

②

①

②

③
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イ 企業局給与条例等の適用を受けていた職員から、引き続き退職手当条例の適

用を受ける職員となった者のうち、給料月額７割措置の適用を受ける職員の退

職手当は、企業局給与条例等の適用を受けていた職員として適用されていた給

料の月額を含めて算定する。 

 

【参考：退職手当の基本額の算定方法】 

【現行（イメージ図）】 【改正後（イメージ図）】

Ａ：７割措置前給料の月額 Ａ：７割措置前給料の月額

Ｂ：退職日給料の月額 Ｂ：退職日給料の月額

＜退職手当の基本額＞ ＜退職手当の基本額＞

・Ｂ×②の勤続期間に応じた割合 ・Ａ×①の勤続期間に応じた割合

・Ｂ×（ ②の勤続期間に応じた割合 － ①の勤続期間に応じた割合）

　の合計額

①

②

①

②

①

 
 

 

３ 施行期日 

  ２（１）については、令和７年４月１日 

  ２（２）については、令和７年１月１日 
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議案第１３９号 

「北九州市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について」 

１ 議案提出理由 

  災害応急対策等業務手当を新設するため、関係規定を改めるもの。 

２ 改正内容 

種 類 支 給 範 囲 手 当 額 

災害応急対策

等業務手当 

職員が、災害対策

基本法第２条第１

号に規定する災害

が発生し、国又は

本市以外の地方公

共団体等の要請に

基づき、本市以外

の地方公共団体に

派遣され、災害応

急対策等の業務に

従事したときに支

給する。 

従事した１日につき１，０８０円 

次の各号に掲げる場合は、当該額に

当該各号に掲げる割合を乗じて得た

額を加算した額とする（同一の日に

おいて当該各号のいずれにも該当す

る場合は、第２号に定める割合を乗

じて得た額を加算するものとする。

）。 

（１） 午後６時から翌日の午前６

時までの間において業務に従事し

た場合 １００分の５０ 

（２） 災害対策基本法、大規模地

震対策特別措置法その他の法令等

に基づき設定され、立入禁止、退

去命令等の措置がなされた区域に

おいて業務に従事した場合 １０

０分の１００ 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

（令和６年１月１日から適用） 
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議案第１４０号 

「北九州市市民センター条例の一部改正について」 

 

 

１ 議案提出理由 

新ビジョンに掲げる「若者やＮＰＯ、子育て・現役世代なども地域活動に参加し

やすい仕組みの強化」として、市民センターの多目的利用化を進めるため、新たに

利用目的の規制緩和として、営利目的での使用を認めるなど、使用の承認に係る要

件等の関係規定を改めるもの。 

 

 

２ 改正内容 

（１）使用の承認に係る要件の変更 

使用の承認をしない事由の一つとして規定している「営利を主たる目的とすると

き。」を削除する。 

 

（２）営利のための使用に係る使用料の設定 

営利のための使用に係る使用料の額は、規定使用料の額の５０割に相当する額と

する旨を規定する。 

 

 

３ 施行期日 

  令和７年４月１日 
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議案第１５６号  

「指定管理者の指定について（北九州市立交通安全センター）」 

 

 

１ 議案提出理由 

  北九州市立交通安全センターについて、指定管理者を指定するに当たり、地方自 

治法第２４４条の２第６項の規定により議案を提出するもの。 

 

 

２ 内容 

  北九州市立交通安全センターについて、令和７年４月から５年間の管理を行う指 

定管理者に特定非営利活動法人Ｉ－ＤＯを指定するもの。 

 

（１）指定管理者に管理を行わせる施設 

   北九州市立交通安全センター 

 

（２）指定管理者に指定する者 

   特定非営利活動法人Ｉ－ＤＯ 

 

（３）指定する期間 

   令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（５年間） 
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